
 

 

 

 

 

 

 

防耐火ガラスに関するアジアの 

防耐火性能評価等の調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 11 月 6 日 

板硝子協会 

 

 

 

 

 



1 

 

目次 

 

１．はじめに 

２．調査対象機関 

３．調査対象 

４．調査結果 

４．１ 防火に関する地域区分け 

４．２ 延焼のおそれのある部分（防火対象範囲） 

４．３ 防火区画（防火対象範囲） 

４．４ 防火関連各種規定（防火対象範囲） 

４．５ 遮炎性能試験方法 

 ４．５．１ 遮熱性能評価 

 ４．５．２ 屋根材の遮炎性能評価 

４．６ 試験設備 

４．７ 認証手順 

４．８ 使用されている防耐火ガラス 

５．まとめ 

 

 

参考文献、URL 一覧 

 

参考資料１： 調査機関への説明資料（事前送付） 

参考資料２： 2017 年建築学会大会発表梗概 

参考資料３： 同上、発表資料 

参考資料４： 訪問記録（写真） 

参考資料５： 入手資料・台湾認証手順（國立臺灣科技大學より提供） 

参考資料６： 入手資料・台湾建築法規（同上） 

参考資料７： 入手資料・國立成功大學 防火安全研究中心 パンフレット 

参考資料８： 入手資料・内政部建築研究所 防火實驗中心 リーフレット 

参考資料９： 入手資料・TÜV SÜD PSB Pte Ltd リーフレット 

 

 

 

 

 

 



2 

 

１．はじめに 

欧州（英独）におけるガラスを用いた防火戸、屋根、並びに耐火間仕切壁に関する法規、

試験炉、試験法、認定手順等について、2015 年の防火法規調査によって、ガラスに関する

防火法規や試験方法などを整理し、日本の防火法規との比較を行った。1) 結果として、例え

ば防火区画には遮熱型のガラスが使用される部位が日本より多いことや、試験方法として、

ガラス寸法の拡大の考え方が、比較的柔軟に対応できるなどの情報が得られた。 

アジア諸国に目を向けると、近年急速に成長を遂げている国も多い。中でもシンガポール

は地震や台風の影響が少ない国であり、建築的にもユニークな建物が多い。一方で、台湾は

日本と同様に、地震・台風などの自然災害が多い国であることも知られている。 

本調査ではアジア諸国の中で、このシンガポールと台湾（以下、星・台と称す）の防火規

制に着目し、特にガラスに関わる日本との防火法規や試験方法の違いを確認することを目

的として、両国の試験機関、大学等を訪問、調査した。各国の防火法規の考え方等を整理し

た結果を報告する。 

 

 

２．調査対象機関 

本調査は、星・台の日本と関係の深い試験機関や評定機関、大学等 4か所、試験を申請す

る側として防耐火建材を扱う企業 2か所の計 6か所を調査対象とし、前述の法規、試験炉、

試験方法、認定手順等のヒアリング調査を実施した。調査対象機関は以下の通りである。 

 

＜シンガポール＞ 

1) TÜV SÜD PSB Pte Ltd ：試験機関、（評定機関） 

Fire lab 

10 Tuas Avenue 10 Singapore 639134 

URL: https://www.tuv-sud-psb.sg/sg-en 

 

2) VJF SYSTEM PTE LTD ：防耐火建材を扱う企業 

4 Tuas South Street 2 Singapore 638041 

URL: http://www.vjf.com.sg/ 

 

＜台湾＞ 

1) 國立臺灣科技大學 ：評定機関 

（National Taiwan University of Science and Technology） 

10607 台北基隆路四段四十三號 

URL: http://www.ntust.edu.tw/home.php 

 

https://www.tuv-sud-psb.sg/sg-en
http://www.vjf.com.sg/
http://www.ntust.edu.tw/home.php
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2) 内政部建築研究所 防火實驗中心 ：試験機関 

(Architecture and Building Research Institute Ministry of the Interior, 

Fire Experiment Center) 

71150 臺南市歸仁區六甲里中正南路一段 2502 號 

URL: http://firelab.abri.gov.tw/ 

 

3) 國立成功大學 防火安全研究中心 ：試験機関、（評定機関） 

(Fire Protection Laboratory, Fire protection and Safety Research Center,  

National Cheng Kung University) 

   711 台南市歸仁區中正南路一段 2500 號(歸仁校區) 

   URL: http://www.fpsrc.ncku.edu.tw/fpsrc/index.asp 

 

4) 南亞塑膠工業股份有限公司 ：防耐火建材を扱う企業 

(NAN YA PLASTICS) 

105 台北市敦化北路 201 號 後棟六樓 301 号 

URL: http://www.npc.com.tw/j2npc/zhtw/home 

 

 

３．調査項目 

 以下を主な調査項目とし、ヒアリング調査を実施した。 

 1) 防火に関する地域区分け [４．１] 

2) 防火対象範囲 [４．２、４．３、４．４] 

3) 遮炎性能試験方法 [４．５] 

4) 試験設備 [４．６] 

5) 認証手順 [４．７] 

6) 使用されている防耐火ガラス [４．８] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://firelab.abri.gov.tw/
http://www.fpsrc.ncku.edu.tw/fpsrc/index.asp
http://www.npc.com.tw/j2npc/zhtw/home
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４．調査結果 

次に各項目についての調査結果を示す。星・台の防火法規はそれぞれ、星では主に Fire 

Code2)、台では主に建築技術規則設計施工編 3)で定められている。 

 

４．１ 防火に関する地域区分け 

日本では都市計画に防火地域や準防火地域を設けて防火規制を行い、都市不燃化等を推

進する規定となっている。防火地域、準防火地域については、建築基準法第 61条、62条で

以下の通り規定されている。日本の防火に関する地域区分けを図１に示す。 

 

（防火地域内の建築物） 

第 61 条 防火地域内においては、階数が 3 以上であり、又は延べ面積が 100 ㎡を超える

建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければな

らない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。 

一  延べ面積が 50 ㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの  

二  卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他

これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの  

三  高さ 2m を超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 

四  高さ 2m 以下の門又は塀 

（準防火地域内の建築物） 

第 62 条 準防火地域内においては、地階を除く階数が 4 以上である建築物 又は延べ面

積が 1,500 ㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が 500 ㎡を超え 1,500 ㎡以下の

建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が 3 である建築物は耐火建築

物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項

について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。

ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 

2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を

防火構造とし、これに附属する高さ 2m を超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の 1 階

であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおお

わなければならない。 

 

 台においては地方行政によって厳しくすることもあるものの、星・台とも基本的には防火

に関する地域の区分けがされていない。また、星では、都市計画上、道路幅が広くとられて

いたり、公開空地が多く設けられていることなどで、延焼を防ぐ都市構造となっている。 
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４．２ 延焼のおそれのある部分（防火対象範囲） 

日本では建築物の外壁と防火区画の要求性能は区別している。建築物の外壁については、

隣接する建築物等の火災により延焼するおそれのある部分と、その部分にある開口部につ

いて、建築基準法 第 2 条第六号、第九号の二 ロ、第 64 条、建築基準法施行令第 109 条、

および第 109条の 2などに、それぞれ以下の通り規定されている。 

 

■定義 

 

（用語の定義） 

第 2 条 六  延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の 2 以

上の建築物（延べ面積の合計が 500 ㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。）相互の外壁

間の中心線から、一階にあつては 3m メートル以下、2 階以上にあつては 5m 以下の距離に

ある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は

耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。                               

 

4） 
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■該当部位 

 

（用語の定義） 

九の二   耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火

設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要

とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣

が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有するこ

と。 

 

 

（外壁の開口部の防火戸） 

第 64 条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれ

のある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が準遮炎性能（建築物の周

囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされ

る性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を設けなければな

らない。 

 

■要求性能 

 

（遮炎性能に関する技術的基準） 

第 109 条の 2 法第 2 条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の

火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間当該加熱面以外の面に火炎を出さ

ないものであることとする。 

 

日本では建築物の外壁と防火区画の要求性能は区別しているが、星・台では建物内外の明

確な区分けが無い。図 2に日本の場合の延焼のおそれのある部分の図を、図 3,4に星・台の

面積区画、用途区画の要求性能が外壁に求められる範囲を示す。また、表 2に隣地境界線か

らの防火対象範囲を示す。 

星・台ともに延焼のおそれのある部分から外れるように建物外壁間の離隔距離をとると

いう考え方があり、開口部がこの範囲に入った場合は、所定の防火性能が必要となるが、実

際にはその範囲に開口自体を設けない傾向がある。 
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図 2 日本における延焼のおそれのある部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 シンガポールにおける延焼のおそれのある部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 台湾における延焼のおそれのある部分 

（防火構造の場合） 
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表 2 延焼のおそれのある部分 
 

国 
延焼のおそれのある部分 隣地境界線からの距離 

1階 2階以上 

星 1m以下  (または高さ 15mを超える建築物の外壁部分) 

台 1.5m以下 (かつ、建築物の間隔 3m以下) 

日 3m以下 5m以下 

 
 
 

４．３ 防火区画（防火対象範囲） 

 防火区画の種類の例を図 5に示す。また、各国の開口部に関する基本的な防火要求性能を

表 3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 防火区画 

 

表 3 開口部の要求性能 
 

国 
防火区画 

外壁開口部 

面積区画 竪穴区画 異種用途区画 

星 
遮炎+遮熱 

60 分、120 分、240 分 
同左 

台 
遮炎+遮熱 

60 分 

遮炎+遮煙※ 

60 分 

遮炎+遮熱 

60 分 
同左 

日 
遮炎 

60 分 

遮炎+遮煙※ 

60 分 

遮炎 

60 分 

遮炎 

20 分 

※ 避難階段の区画は、遮炎+遮熱性能が必要 

異種用途区画 層間区画 

竪穴区画 

面積区画 

劇場 事務所 
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1) 面積区画 

日本では、建築物内部の主に水平方向の火災拡大を防止することを目的に、面積区画

の規定が設けられており、建築基準法施行令 112条で以下の通り規定されている。 

 

（防火区画）  

第 112条   主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第 2条第九号の三 イ若しくは

ロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡

消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の 2 分の 1 に

相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）が 1,500 ㎡を超えるものは、床面積

（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式

のものを設けた部分の床面積の 2 分の 1 に相当する床面積を除く。以下この条において

同じ。）の合計 1,500 ㎡以内ごとに 1 時間準耐火基準（第 129 条の 2 の 3 第一項第一号ロ

に掲げる基準（主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定

する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る

部分に限る。）をいう。以下同じ。）に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設

備（第 109 条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた

場合に、加熱開始後 1 時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通

大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下

同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部

分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。  

一   劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他

これらに類する用途に供する建築物の部分  

二   階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビ

ーの部分を含む。）で 1 時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防

火設備で区画されたもの 

（略） 

 

台では、公共建築物は階数に関わらず 1,500 m2毎に防火区画する必要があり、その他

の建築物は 3階建て以上の建築物で 1,500m2毎に区画しなければならない。 

星でも区画範囲は異なるが、階数、用途等により、面積、容積の区画の制限が設けられ

ている。 
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2) 竪穴区画 

日本では、建築物内部の吹抜や階段、昇降機の昇降路など、垂直方向の空間と周辺部

分を区画し、火災、火煙の拡大を防止するため竪穴区画の規定が設けられており、建築

基準法施行令 112条第 9項で以下の通り規定されている。 

 

（防火区画） 

第 112 条  

 9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は 3 階以上の階に居室を有する建築物

の住戸の部分（住戸の階数が 2 以上であるものに限る。）、吹抜きとなっている部分、階段

の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分（当該

部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これに類するも

のを含む。）については、当該部分（当該部分が第１項ただし書に規定する用途に供する

建築物の部分でその壁（床面からの高さが 1.2m 以下の部分を除く。）及び天井の室内に

面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。）

の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものであつてその用途

上区画することができない場合にあっては、当該建築物の部分）とその他の部分（直接外

気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。）とを準耐火構

造の床若しくは壁又は法第 2 条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。 

一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の

部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃

材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの 

二 階数が 3 以下で延べ面積が 200 ㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住

宅の住戸のうちその階数が 3 以下で、かつ、床面積の合計が 200 ㎡以内であるものに

おける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに

類する部分                                 

 

 星では EV シャフト・乗降ロビーが遮熱性能を有する材料で区画され、吹抜け空間

には、防火ガラスや防火シャッターが使用されるが、面積区画と組合わせて防火区画

範囲を決めたり、可燃物量や構造体の仕様によっても防火設計されることもある。 

台では日本と同様に吹抜け空間には主に防火シャッターが設置されるケースが多

い。 
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写真 1 吹抜空間（星）          写真 2 吹抜空間（台） 

 

 

 

４．４ 防火関連各種規定（防火対象範囲） 

 市内視察やヒアリングによって確認できた防火関連の各種規定について以下に示す。 

 

1) スパンドレル 

日本では、上階延焼を防ぐための層間区画については、建築基準法施行令第 112条第

10 項により、床もしくは室内の防火区画壁に接する部分、いわゆるスパンドレル部を

90cm以上とり、準耐火構造としなければならないと規定されている。 

 

（防火区画） 

第 112 条  

10 第 1 項から第 4 項までの規定による第 115 条の 2 の 2 第１項第一号に掲げる基準

に適合する準耐火構造の床若しくは壁（第 2 項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。）

若しくは特定防火設備、第 5 項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第 2 条

第九号の二ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若し

くは法第 2 条第九号の二ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のう

ちこれらに接する部分を含み幅 90cm 以上の部分を準耐火構造としなければならない。
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ただし、外壁面から 50cm 以上突出した準耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに

類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない 

    

星では明確な規定の確認ができなかった。 

台では、日本と同じ 90cm以上の規定となっていることが確認できた。 

 

 

2) 非常用進入口 

日本では、火災時の消火活動や救出活動の際に、外部からの進入を容易にするため、

建築基準法施行令第 126条の 6により、建築物の高さ 31m以下の部分にある 3階以上の

階には、非常用進入口を設けなければならないと規定されている。 

 

 第五節 非常用の進入口 

（設置） 

 第百 126 条の 6   建築物の高さ 31m 以下の部分にある 3 階以上の階（不燃性の物

品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土

交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直

上階又は直下階から進入することができるものを除く。）には、非常用の進入口を設けな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでな

い。  

一   第 129 条の 13 の 3 の規定に適合するエレベーターを設置している場合  

二   道又は道に通ずる幅員 4m 以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓

その他の開口部（直径 1m 以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さ

が、それぞれ、75cm 以上及び 1.2m 以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨

げる構造を有しないものに限る。）を当該壁面の長さ 10m 以内ごとに設けている場合  

三   吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定め

るものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の

部分であって、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するもの

として、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受け

たものを設けている場合 

 

市内視察の結果、星、台とも、日本と同じような非常用進入口（含む代替開口部）を示

す赤色の三角形マークが外部開口部に確認された。 
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写真 3 非常用進入口（星） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 非常用進入口（星）     写真 5 非常用進入口（台） 

 

 

3) 防煙壁（防煙垂れ壁） 

日本では、防煙壁の設置基準と構造については、建築基準法施行令第 126条の 2によ

り、排煙設備の一部として設ける場合、床面積 500㎡ごとに区画し 50cm以上のものを、

排煙設備の代わりに設ける場合、特殊建築物などを除く建築物の高さ 31m以下の部分に

ある居室場合、床面積 100 ㎡以内ごとに区画し 50cm 以上のものを設置することが規定

されている。 
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第３節 排煙設備  

（設置） 

  第 126 条の 2   法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建

築物で延べ面積が 500 ㎡を超えるもの、階数が 3 以上で延べ面積が 500 ㎡を超える建

築物（建築物の高さが 31m 以下の部分にある居室で、床面積 100 ㎡以内ごとに、間仕

切壁、天井面から 50cm 以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動

を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの（以下「防煙壁」という。）

によつて区画されたものを除く。）、第 116 条の 2 第 1 項第二号に該当する窓その他の開

口部を有しない居室又は延べ面積が 1,000 ㎡を超える建築物の居室で、その床面積が

200 ㎡を超えるもの（建築物の高さが 31m 以下の部分にある居室で、床面積 100 ㎡以

内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。）には、排煙設備を設けなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りで

ない。  

 （略） 

 

市内視察の結果、星では防煙壁は確認されていないが、台では、網入板ガラスや線入

板ガラスを用いたものが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6 防煙垂れ壁（台） 
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4) 避難階段の出入口の要求性能と仕様 

日本では、建築基準法施行令第 123 条で避難階段及び特別避難階段の構造として以下

の通り規定されており、避難階段の出入口には、特定防火設備として 60 分の遮炎性能

が要求される。 

 

（避難階段及び特別避難階段の構造） 

第 123 条    

屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 

一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構

造の壁で囲むこと。 

二 階段室の天井（天井のない場合にあつては、屋根。第 3 項第三号において同じ。）

及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造る

こと。 

三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設

けること。 

四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々1 ㎡以内で、法第 2 条第

九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は、

階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び

屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から 90cm 以上の距離に設けること。ただし、第

112 条第 10 項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 

五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1 ㎡以内

とし、かつ、法第 2 条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設

けること。 

六 階段に通ずる出入口には、法第 2 条第九号の二ロに規定する防火設備で第 112 条

第 14 項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開

くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができ

るものとすること。 

七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。                                         

 

星・台ともに、避難階段の出入口の扉には、遮炎に加え、遮熱性能が求められる。構成

は、反対側が目視確認できるようにスリットガラスが設けられる仕様であり、日本のよう

に大寸法の防火ガラスは避難階段の出入口の扉に用いられるケースは少ないと考えられ

る。表 4に、避難階段の出入口の扉に求められる要求性能と仕様を示す。 
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表 4 避難階段の出入口 
 

国 要求性能、耐火時間 仕様 

星 
遮炎+遮熱 

(60 分、120 分) 

鉄扉に網入板ガラス 

(スリット) 

台 
遮炎+遮熱 

(60 分) 

鉄扉に網入板ガラス 

(スリット) 

日 
遮炎 

60 分 

ガラス入防火戸、 

鉄扉等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 避難階段出入口扉（星）      写真 8 避難階段出入口扉（星） 

 

 

5) スプリンクラー等の設置による設計上の緩和措置 

日本では、建築基準法施行令 112条（条文は P.11のとおり）で、防火区画の面積に関

するスプリンクラー等の設置による緩和措置について規定されている。 

 星・台ともスプリンクラー設置によって、面積区画や、要求性能、耐火時間を緩和す

ることができる。表 5に緩和措置の代表例を示す。また、星では申請によって各種緩和

措置が可能となることも多く、その際は有資格の登録防火技術者による審査によって

判断される。 
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表 5 スプリンクラー等の設置による緩和措置（代表例） 
   

国 内容 

星 耐火時間を減らすことができる。※ 

台 面積区画を 1,500m2から 3,000m2にすることができる。 

日 同上 

※ 5 階以上でスプリンクラー設置義務がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9 スプリンクラー（星）      写真 10 スプリンクラー（星） 

 

 

４．５ 遮炎性能試験方法 

日本では、平成 12年の建築基準法改正により、試験方法を JIS 規格に記載された加熱試

験方法から、ISO834 加熱温度曲線に準拠することとなった。加熱温度曲線については、指

定性能評価機関の「防耐火性能試験・評価業務方法書」にて、以下の通り規定されている。 
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4. 試験条件 

（略） 

 (2) 炉内熱電対によって測定した温度（以下、「加熱温度」という）の時間経過が、許容誤

差内で次の式で表される数値となるように加熱する。 

Ｔ＝345log10(8t＋1)＋20 

この式において、Ｔは平均炉内温度（℃）、ｔは試験の経過時間（分）とする。 

加熱温度の許容誤差 de は次の値とする。ただし、大量の可燃材料を含む試験体については、

可燃材料が突然着火したことにより平均炉内温度を増加させたことが明らかに確認された

場合にはこの限りでない。 

a) 5＜t≦10 de≦15(%)   b) 10＜t≦30 de≦{15-0.5(t-10)}(%) 

c) 30＜t≦60 de≦{5-0.083(t-30)}(%) 

ここで de=100(A-As)/As 

A は実際の平均炉内時間温度曲線下の面積、As は標準時間温度曲線下の面積、t は試験 

の経過時間（分）とする。 

a) に対しては１分を超えない間隔、b)及び c)に対しては５分を超えない間隔で合計し面積

を算定する。 

（略） 

 

星は BS476 Part20 を、台は CNS12514 を基本とした性能試験が行われるが、いずれも

日本と同様に ISO834 の標準加熱温度曲線で加熱される。 

また、星・台では自国以外で実施した報告書をもとに認証を受けることができるため、申

請者の要求に応じて試験、測定方法を選択できるような準備がされている。 

 

 

４．５．１ 遮熱性能評価 

日本では、耐火性能を確認する方法は、指定性能評価機関の「防耐火性能試験・評価業務

方法書」に「4.1耐火性能の試験・評価方法」として規定されている。遮熱性の判定方法は、

以下の通り規定されており、要求耐火時間の 1.2倍の時間加熱するか、要求耐火時間に等し

い時間の加熱を実施したのち、加熱をしない状態で要求耐火時間の 3倍の時間放置し、その

間も規定する測定を継続して行うこととなっている。 

遮熱性能評価の判定例を図 6に示す。 
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6. 判 定 

加熱試験の結果、各試験体が次の基準を満足する場合に合格とする。 

（１）常時垂直荷重を支持する構造で、載荷を実施した場合にあっては、次のイからハまで

の要求が、試験終了時（要求耐火時間に等しい時間の加熱が終了してから要求耐火時間の３

倍の時間又は試験開始から要求耐火時間の 1.2倍の時間が経過した時をいう。ただし、１時

間を超える加熱を実施した場合は、加熱終了後、３時間を経過した後、すべての構成材の温

度が最大値を示したことが明らかであり、かつ変位が安定していることが明らかな場合は、

その時点において要求耐火時間の３倍の時間が経過したものとして、試験終了時とするこ

とができる。以下、同じ。）まで満足されること。 

（略） 

(3) 壁（外壁を屋内側から加熱した場合を除く）及び床にあっては、１時間（非耐力壁であ

る外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては 30分間）の加熱を実施し、試験終

了時まで、試験体の裏面温度上昇が、平均で 140Ｋ以下、最高で 180Ｋ以下であること。 

（略） 

 

星、台とも、遮熱性能に関する裏面温度の基準は、日本と同様である(表 6)。しかしなが

ら日本のような加熱時間の 1.2 倍延長、加熱終了後の 3 倍放冷とも無く、加熱時間のみで

試験終了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 遮熱性能評価の判定例（日） 
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表 6 遮熱性能に関する裏面温度基準 
 

裏面平均温度 140K+初期温度 

裏面最大温度 180K+初期温度 

 

４．５．２ 屋根材の遮熱性能評価 

日本では、屋根材の遮炎性能を確認する方法は、指定性能評価機関の「防耐火性能試験・

評価業務方法書」に「4.5屋根遮炎性能確認試験・評価方法」として、以下の通り規定され

ており、単位面積あたり 65kgの載荷をした状態で性能確認が実施される。 

 

4. 試験条件 

（略） (2) 屋根面を１㎡以内ごとに区分し、区分されたそれぞれの部分の中央部に、65kg

のおもりを用いて載荷しながら試験する。 

 

星では、床材としての荷重がかからない場合は試験時の載荷はなし。台では設計スペック

に応じて 60～100kg/m2(平屋根の場合)等の載荷した状態で遮炎性能評価が実施される。 

屋根材の遮熱性能評価の違いを表 7に示す。 

 

表 7 屋根材の遮熱性能評価 
 

国 耐火時間 載荷 

星 遮炎 60 分、120 分、240 分 無し 

台 遮炎 30 分 60～100kg/m2 

日 遮炎 30 分 65kg/m2 

 

 

４．６ 試験設備 

星・台・日の壁用試験装置の仕様の違いを表 8に、それぞれの外観を写真 11、12、13に

示す。 

星では、壁用試験装置についても欧州（英・独）と同様の側壁へのバーナー配置の構造で

あった。台は、壁用試験装置は日と同様の正面壁へのバーナー配置の構造であった。星・台

とも、熱電対については、BS規格、EN規格のどちらでも対応が可能となっている。 
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表 8 壁用試験装置の仕様 
 

国 バーナー位置 炉内熱電対 燃料 

星 側壁 
シース熱電対 ※ 

プレート型熱電対 
都市ガス他 

台 正面壁 
シース熱電対 ※ 

プレート型熱電対 

LPG、 

都市ガス、重油 

日 正面壁 シース熱電対 
LPG 

都市ガス、 

※ BS 規格(シース熱電対)と EN 規格(プレート熱電対)で使い分けられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11 壁用試験装置（日） 

（ex. W3.8n×H3.6m×D1.0m） 

 

写真 12 壁用試験装置（星）        写真 13 壁用試験装置（台） 

（ex. W3.0n×H3.0m×D1.0m）           （ex. W4.3n×H4.5m×D1.0m） 
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４．７ 認証手順 

 遮炎、遮熱性能に係る認証を受ける場合、日本では、国内の指定性能評価機関にて試験を

実施し、合格した報告書をもとに、同指定性能評価機関に国土交通省大臣認定の代理申請ま

で依頼するケースがほとんどである。 

星・台では、自国だけでなく、他国で実施した試験の結果（報告書）をもとに認証を受け

ることができる。試験機関と評定機関とは基本的に独立している場合が多く、日本のように

試験と評定を一括して実施できる機関は少ない。また認定には有効期間があり、数年に 1回

の再試験が実施される。 

 調査の結果確認できた試験機関、評定機関の数は、星の試験機関は 1か所のみ（訪問先の

TÜV SÜD PSB）、評定機関は 3か所（同 TÜV SÜD PSB を含む）であった。また、台の試

験機関は 5か所（訪問先の内政部建築地研究所、國立成功大學を含む）、評定機関は 3か所

（訪問先の國立臺灣科技大學を含む）であった。                                         

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本                シンガポール、台湾 

 

図 7 認証手順 

 

 

４．８ 使用されている防耐火ガラス 

 日本では、遮炎性能を要求される防火設備、特定防火設備用途として、網入板ガラスが主

に使用されている。 

星・台では、防火区画で用いられるガラスは遮熱性能を要求される場合が多く、緩和措置

はあるものの、防火ガラスとしては、積層ガラスのような遮熱型の防耐火ガラスが用いられ

る法体系となっている。 
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表 9 使用されている防耐火ガラス 

星 特定部位で使用されている 

（避難階段出入口のスリットガラス） 

使用されている 使用されている 

台 使用されている あまり使われていない 

日 広く普及している 網板の 1/10 程度の普及 あまり使われていない 

 

※積層ガラス 

 フロート板ガラスの間にケイ酸ソーダを挟み込んだ遮炎・遮熱性能を有するガラスで、主にヨ

ーロッパで普及しており、構成は製造するメーカーごとに異なる。 

数枚のガラスの間でそれぞれに 1mm 程度のケイ酸ソーダ層を形成して、30 分、60 分、90 分、

120分、180 分の遮炎・遮熱性能を持たせたガラスなどがある。 

 

 

５．まとめ 

 星・台の防火規制に着目し、ガラスに関わる防火に関する地域区分け、防火対象範囲、遮

炎性能試験方法、試験設備、認証手順、使用されている防耐火ガラス等の調査を実施した。

得られた主な知見、日本との比較を表 10に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 
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表 10 調査結果一覧  
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Investigation of difference from fire regulation and 
research between Singapore/Taiwan and Japan

Fire prevention glass and Fire proof glass 
working group at FGMAJ�

�FGMAJ= Flat Glass Manufacturers Association of Japan

�March 13th - 16th , 2017�

Circumstance

We have thought Japanese fire regulation of construction have 
loose part and strict part compared with Singapore/Taiwan

This time, We would like to make sure the difference of fire 
regulation between Japan and Singapore/Taiwan, and also 
investigate latest study for fire prevention and fire-proof materials.

After investigation, we would like to explain the Japanese 
Government about this results, and propose improving the 
Japanese fire regulation.



Agenda

1.Type of Fire windows ,roofs and walls
�fire prevention windows �Type:��
�fire prevention roofs �Type:�
�fire prevention walls �Type:	

2. Region and part for fire prevention
3. Type of fire glass panes .
4. Equipments.
5. Procedure to obtain Certification.
6. Any other business.

1.1 Type of Fire windows and doors �

Type��Exterior Fire Prevention Windows(20minutes)�

Excel [sheet:Type�]

 This type is mainly used for parts requiring exterior fire  
prevention performance in Japan.

�20min fire prevention performance is required both side. 
�Both side fire performance is difficult for IGU and

aluminum sash to pass the fire test.
�Only few type of windows have passed the fire test

in Japan just now.
Ex IGU composition ;
�Wired glass +Air +Low-E glass.�Tempered glass)
�Super-tempered glass +Air +Low-E glass(Ditto)
�Question 
In your country , what kind of fire-proof  performance do you require to the  
exterior window?  
�20 minutes ? � One side or Both side? Only fire prevention?
�Do you have any other requirements from your government?



1.2 Type of Fire windows and doors �

Type�: Interior Fire Prevention Windows (60minutes)�

Excel [sheet:Type�]

 This type is mainly used for interior fire protection zone 
in Japan.

�60min fire prevention performance is required 
both side. 

�Single glass pane such as wired glass or 
high stress tempered glass are used.
Window and door frames are mainly made of steel.

�Question 
In your country , what kind of fire-proof performance do you require to the 
internal  windows and doors?  
�60 minutes ? � One side or Both side? Only fire prevention? 
�Is thermal insulation performance needed?
�Do you have any other requirements from your government?

1.3 Fire prevention roof windows (Toplight�

Type��Fire Prevention Roof Windows (30minutes)�

Excel [sheet:Type�]

 This type is mainly used for the roof of refractory buildings 
in Japan.

�30min fire prevention performance is required one side. 
�Single glass pane such as wired glass.
� The examination is very strict because  65kgf weight put on the specimen.

Almost window frames are made of steel. 

�Question
In your country , what kind of fire-proof performance do you require to the roof  
windows ?  
�30minutes ? � One side or Both side? Only fire prevention? 
� Is the weight put on the sample?
� Do you have any other requirements from your government?



1.4 Type of Fire proof walls

Type	�Exterior and interior Fire proof wall(60minutes)�

Excel [sheet:Type	]

 This type is used for the wall of the fire protection zone in 
Japan. 

�60min fire prevention performance is required both side. 
�Unheated surface temp�Average=140K+T0 ,Max=180K+T0
�Only special multilayer glass panel is used.
� The test is very strict .The test sample wall are being 

kept 180 minutes on the furnace after fire proof test.
� In the meantime, the test specimen's temperature on the non-heating side   

is can not exceed criteria temperature and must not have large cracks.

�Question 
In your country , what kind of fire-proof performance do you require to the 
interior  wall (fire compartment) ?  
� Do you require extra time against fire proof test ? 
� Do you have any other requirements from your government?

2.1  Region and part for fire prevention

 A: Fire protection  district Both sides
B: quasi-Fire protection  district Both sides or outside
C: Non Fire protection district none

area requirement

Region in which fire windows and doors
are required.
(Urban area ,densely populated area.)

�The part in which fire prevention  windows are 
installed.
� Almost windows are 20min fire prevention 

performance.
�These windows are Type�.

�Question
Could you tell us the difference from Japan? (Region / Part)   

~Exterior side�

5m 5m 5m

3m 3m 3m3m

2F Building3F BuildingRoad

Portions liable to catch fire



2.2 Part for fire prevention

Staircase�
60min Insulation
performance

Exterior fire Window� 20min 
fire-Prevention  performance

Fire door�60min fire-Prevention performance

Atrium�60min  Insulation or
fire-Prevention performance

Insulation glass walls are only used in 
Staircases.

Fire doors are used for opening of the   
fire prevention compartment.

Exterior fire windows are used for 
exterior fire prevention performance

The fire performance required for the  
glass used for the atrium is not clearly 

decided.

�Question:
Could you tell us the difference from Japan?  

~The part in which fire prevention and proof windows and doors are installed~

3. Type of Fire glass panes

13mm

13
m

m

20
mm 20mm

[Wired Glass]
These are used as Type�~�

Cross wired glass
Thickness:6.8mm

Diamond wired glass
Thickness:6.8mm,10mm

Thickness:3, 4, 5 ,6.5 ,8, 10,12mm

Special shape and condition edge

Thickness:23or25 mm(Japan) 23 or 25mm 

[High tempered glass]
These are used as Type�,�

[Special multilayer glass] 
These are used Type 	

�Question
What type of fire prevention and proof glass panel do you have ?

6 Layers of Glass
Interlayer is sodium silicate



4. Equipments

Test samples are exposed to radiant 
heat and convective heat from the fire 
jet out from front wall of furnace.

Excel [sheet:Equipment]

<Fuel >
Methane gas or Propane gas,
The former Fuel was kerosene. 
�A gas furnace is higher in the radiant heat 

than a kerosene furnace.

This difference become the problem for us.

�Question
What type of furnace do you have ?
What type of thermocouple do you use? 

5. Procedure to obtain Certification.

�Question
What kind of procedure do you have? 
Do you have exceptional rules for fire 
regulation of windows and wall?  

�There are 13 furnaces in the 5 certification  
authorities in Japan.
�The management of specimens by public 
laboratory is getting stricter. Because in 
Japan, there were some problem of  
camouflage fireproofing materials 

Excel [sheet:Procedure]

Procedure
�Reconfirmation of  application 
contents
�Apply for certification

Public Laboratory 

Inspection of specimens
by Public Laboratory whether or 
not the specimen is in accordance 
with the apprication

Preparation of specimens
�Make the application form of  
test specimen.
�Specimen fabrication

Applicant

Pre-Discussion
�Specimen dimension
�Range of application
�Test Date

Fire test

Passed

MILT

Judging

Issued of certification



6. Any other business

�If possible, can we see the your facility?

Conclusion

Thank you for your cooperation.

From FGMAJ



Investigation report of the fire regulation and fire performance evaluation of 

glass between Japan , Singapore and Taiwan.

SUZUKI Kazuyuki, SATO Akinori,

 MIYAZAWA Michio, KUBO Yuji,

OMIYA Yoshifumi

    
*1 *2

*3 *4

*5

1.

2015

1)

2.
4

1

1

 TUV SUD PSB Pte Ltd Test Centre

3.

(1)  (4) 
(2)   (5) 
(3)  (6) 

4

Fire Code

4.1

4.2

2

2

1  2

 1m   ( 15m )

 1.5m  ( 3m )

 3m  5m

3
3

+
60 120 240

+
60

+
60

+
60

60
+

60 1 60 20
1

1)
1,500 m2

3
1,500m2

2)
EV



*1

*2

*3

*4

*5 ( )

*1 Nippon Sheet Glass Co., Ltd.  

*2 Asahi Glass Co., Ltd. 

*3 Central Glass Co., Ltd 

*4 Flat Glass Manufacturers Association of Japan 
*5 Prof., Dept. of Architecture, Faculty of Science & Technology, Tokyo 

University of Science, Dr. Eng.

3)

5

+
(60 120 ) ( )

+
(60 ) ( )

60

4)

6

6 ( )
2

1,500m2 3,000m2

2 5

4.3

BS476 Part20 CNS12514
ISO834

4.3.1

( 7) 3

7
 140K+
 180K+

4.3.2

60 100kg/m2( )

8

60 120 240

30
60 100kg/m2

30
65kg/m2

4.4
9 1 2

3

3 LPG

LPG

3 BS ( ) EN ( )

1 2

4.5

1
4.6

5

1)  ,   
.A-2  ,pp.203~204 ,2015.9 
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参考資料５： 入手資料・台湾認証手順（國立臺灣科技大學より提供）






































